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【全数調査】高額な医療サービスを受けている在留外国人について

全数調査の手法と結果（平成29年３月実施）

※ 個別に外国人の活動内容や、受診内容等について聞き
取り調査を行ったところ、

４名は、不正な在留資格による給付であるとは言い難い。
(聞き取り時においても国民健康保険の加入者であり、在留資格も問題ない)

２名は、不正な在留資格による給付である可能性が残る。

(在留資格が「経営・管理」であるにも係わらず、少額の給与所得申告がある) 

残りの１名は、既に出国しており、詳細について確認がとれな

かった。

※ 個別に外国人の活動内容や、受診内容等について
聞き取り調査を行ったところ、

８名は、不正な在留資格による給付であるとは言い難い。
(骨折や傷害等、在留期間中に医療を受ける原因となる傷病を有した者で
ある)

残りの４名は、既に出国しており、詳細について確認がと
れなかった。

○ 全市町村を対象に、以下の ①～⑤の条件に該当するレセプトの洗い出し（全数調査）を実施

① 平成２７年１１月から平成２８年１０月までの間の診療分のもの (１年間分)
② ８０万円以上のもの（医科、ＤＰＣ、調剤）
③ 資格取得日から６カ月以内に診療をうけているもの

【結果】 → 該当者 計7名

④ ハーボニー配合錠、ソバルディ錠、オプ
ジーボ（ニボルマブ）処方以外のもの
⑤ 入国により資格取得し、出国により資格
喪失した外国人

【結果】 → 該当者 計12名

④ ハーボニー配合錠、ソバルディ錠、オプ
ジーボ（ニボルマブ）の処方があるもの
⑤ 外国人

※ 外国人年間レセプト総数(推計)：14,897,134件 条件①，②，③＋外国人 で抽出→1,597件
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